
県民税配当割更正請求書の記入上の注意

更正の請求書を記入した年月日を記入してください。

更正の請求をされる方の
　① 所在地 ② 名称及び代表者氏名 ③法人番号
　④ 電話番号（担当の方の直通番号）

を記入してください。
　※ 代表者印の押印は不要です。

更正請求「前」の金額を記入してください。
　左欄「支払金額」は、配当等の支払金額（非課税分を除いたもの）、
　右欄「税額」は、申告納入した税額を記入してください。

　
　※ 既に更正されたことがある場合は、更正通知書に記載のある
　　「更正・決定の額」欄に記載の金額を記入してください。

正しい金額を記入してください。
　左欄「支払金額」は、配当等の支払金額（非課税分を除いたもの）、
　右欄「税額」は、申告納入すべき税額を記入してください。

　※ 誤って申告した額と正しい申告額との差額を記入しないよう
　　御注意ください。

　当初の申告額が過大（過少）になってしまった原因・事情などを簡潔に記入
してください。
　（書ききれない場合は、別紙（様式任意）に御記入いただいても結構です。）

　期限後に追加して納付したものがある月分で、期限内申告分と期限後申告分
の両方を更正請求する場合も、期限内申告分と期限後申告分を分けて請求書
を作成してください。
　（期限内と期限後を合算した請求書を作成しないでください。）

　更正によって還付金が発生する場合（当初申告額が過大だった場合）
は、還付金の振込先口座を記入してください。

　※ 安全・確実な支払のため、口座振替に御協力願います。
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